
 

ＣＨＩＢＡ－ＬＡＢＯ利用規約 

 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規約は、公益財団法人千葉市産業振興財団（以下「財団」という。）が設置す

る起業家支援施設「ＣＨＩＢＡ－ＬＡＢＯ」（以下、「本施設」という。）の運営等につ

いて、必要な事項を定めるものとする。 

 

 （施設の目的） 

第２条 本施設は、財団が定款で定める「創業支援・交流促進に関する事業」の一環とし

て、創業支援及び起業家精神の育成並びに起業家との交流に資する事業の実施を目的とす

る。 

 

（定義） 

第３条 この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによ

る。 

（１）会員 

   次のいずれかに該当し、理事長の許可を得た者をいう。 

  ① 新たに創業しようとする者 

  ② 会員となる時点で創業後５年を経過していない個人又は法人（株式会社、有限会

社、合同会社、合資会社、合名会社、特定非営利活動法人その他理事長が認めるも

の。） 

（２）一般利用者 

会員以外の利用者をいう。 

（３）学生 

学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定する大学（大学院を含む）、短期大

学、高等専門学校、専修学校、高等学校又は日本国内のこれらに準ずると認められる学

校に在籍する者（聴講生等を除く）をいう。 

（４）祝日 

国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日。 

（５）年末年始 

１２月２９日から翌年の１月３日までの日。 

 

第２章 施設の利用 

 （利用の許可） 

第４条 本施設を利用しようとする者は、理事長の許可を受けなければならない。許可に係

る事項を変更しようとするときも同様とする。 

２ 理事長は、本施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すること

ができる。 

 



（利用の不許可） 

第５条 理事長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしないもの

とする。 

（１）公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。 

（２）本施設を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。 

（３）千葉市暴力団排除条例（平成２４年６月２８日条例第３６号）第２条に規定する

暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴力団員（以下「暴力団員」という。）がそ

の事業活動を支配する者 

（４）法人にあっては、代表者又は役員が暴力団員である者 

（５）法人格を持たない団体にあっては、代表者が暴力団員に該当する者 

（６）暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し又は便宜を供与するなど積極的に暴

力団の維持運営に協力し又は関与していると認められる者 

（７）法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者及び当該行為を行う恐れのある者 

（８）脅迫的な言動又は暴力を用いる行為を行う者及び当該行為を行う恐れのある者 

（９）風説を流布し、偽計又は威力を用いて財団の信用を棄損しあるいは財団の業務を

妨害する行為を行う者及び恐れのある者 

（10）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条に係る者 

（11）アダルトサイト、出会い系サイト、マルチ商法、情報商材、ギャンブル等の公的な支

援の対象として社会通念上、不適切な事業を行う者 

（12）宗教活動又は政治活動を目的とする者 

（13）前各号に掲げる場合のほか、本施設の管理・運営上支障があると認められるとき。 

 

（利用の制限等） 

第６条 理事長は、利用会員が次の各号のいずれかに該当するときは、本施設の利用を制限

若しくは停止又は利用許可を取り消すことができる。 

（１）本規約及び本規約に基づく規則等に違反したとき。 

（２）偽りその他不正の手段により第４条第1項の利用の許可を受けた事実が明らかになったと

き。 

（３）第４条第1項の許可に付した条件に違反したとき。 

（４）第５条第１項各号に規定する利用不許可の事由が発生したとき。 

（５）本施設の管理の業務に従事する者の管理上の指示に従わないとき。 

（６）前各号に掲げる場合のほか、本施設の管理上支障があると認めるとき。 

２ 理事長は、前項の規定によりＣＨＩＢＡ－ＬＡＢＯの会員の許可を取り消すときは、Ｃ

ＨＩＢＡ－ＬＡＢＯ会員許可取消通知書（様式第６号）を当該取消しにかかる利用会員に

交付するものとする。 

 

 （休業日） 

第７条 本施設の休業日は、日曜日及び年末年始とする。 

 

（利用時間） 



第８条 本施設を利用できる時間（以下「利用時間」という。）は、午前９時から午後９時

までとする。 

 

（利用料金） 

第９条 第４条第1項の許可を受けた者（以下、「利用者」という。）は、財団に対し、そ

の利用にかかる利用料金を別表のとおり支払わなければならない。 

２ 利用料金は、前納とする。ただし、理事長が特に必要があると認めるときは、この限り

でない。 

 

 （利用料金の不返還） 

第１０条 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、理事長が特に必要があると認

める場合は、その全部又は一部を返還することができる。 

 

第３章 会員 

（申請） 

第１１条 会員になろうとする者（以下、「申請者」という。）は、ＣＨＩＢＡ－ＬＡＢＯ

会員申請書（様式第１号。以下「会員申請書」という。）に、次の各号に掲げる書類を添

付して、理事長に提出しなければならない。 

（１）事業概要説明書（様式第２号） 

（２）申請者が、個人にあっては、履歴書、法人にあっては、法人の登記事項証明書の写し

（申請日前３月以内に発行されたものに限る。） 

（３）申請者が、学生の場合は、学生証の写し(表面及び裏面) 

（４）前各号に掲げる書類のほか、理事長が必要と認める書類 

２ 会員申請書は、利用を開始する日の属する月の前々月の末日までに理事長に提出しなけ

ればならない。 

 

（会員の許可又は不許可） 

第１２条 理事長は、前条に規定する会員申請書を受理した場合は、当該申請に係る書類等

の審査を行い、許可するときはＣＨＩＢＡ－ＬＡＢＯ会員証（様式第３号）を、会員に交

付するものとする。 

  また、第５条各号に該当するなど、不許可の決定をするときは、ＣＨＩＢＡ－ＬＡＢＯ

会員不許可書（様式第４号）を、申請者に交付するものとする。 

 

 （入会金） 

第１３条 申請者は、会員になるときは、財団に対し、入会金を支払わなければならない。 

 

 （会員の期間） 

第１４条 会員の期間は、５年以内とする。ただし、理事長が特に必要があると認める場合

は、引き続き１年単位で更新することができる。 

 



 （会員の権利の譲渡等の禁止） 

第１５条 会員は、会員の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。 

 

（住所の使用） 

第１６条 会員は、事業活動のために本施設の住所を使用できる。住所の使用を希望する場

合には、会員申請書に住所使用する旨を明記し、理事長に提出しなければならない。法人

の登記に使用するときも同様とする。 

２ 住所を使用している会員は、退会する日の１４日後までに住所を変更しなければならな

い。法人の登記に使用しているときも同様とする。 

 

（退会） 

第１７条 会員が期間満了前に退会するときは、ＣＨＩＢＡ－ＬＡＢＯ退会届（様式第５

号。以下「退会届」という。）に会員証を添付して、理事長に提出しなければならない。 

２  財団から貸与された物品は、退会する日までに返却しなければならない。 

 

（委任） 

第１８条 この規約に定めるもののほか、本施設の利用に関し必要な事項は、理事長が別に

定める。 

 

附 則 

この規約は、令和４年４月１日から施行する。 

ただし、本規約制定前の千葉市所定の様式は、令和４年４月３０日まで使用することがで

き、あて先の「千葉市長」は「公益財団法人千葉市産業振興財団理事長」と読み替える。 

附 則 

この規約は、令和４年７月１日から施行する。 

  



 

別表（利用料金等） 

区  分 金 額 

会 員 フルタイム（すべての日、時間に利用

可能） 

Ａ：月額  １４，０００円 

Ｂ：月額   ７，０００円 

デイタイム（すべての日の午前９時か

ら午後６時まで利用可能） 

Ａ：月額  １０，０００円 

Ｂ：月額   ５，０００円 

ナイト＆ホリデイ（土曜日と祝日はす

べての時間、その他の日は午後６時か

ら午後９時まで利用可能） 

Ａ：月額   ５，０００円 

Ｂ：月額   ２，５００円 

ロッカー（１か所当たり）   月額   ３，０００円 

入会金  入会時   ５，０００円 

一 般 

利用者 

１日利用   １日   １，０００円 

２時間利用   １回     ５００円 

共 通 複写サービス 白黒   １枚      １０円 

カラー   １枚      ３０円 

 ※ Ａは通常料金、Ｂは法人会員の２人目以降及び学生の料金 


